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交通政策審議会海事分科会 

第６回 国際海上輸送部会 

平成１９年１０月１２日（金） 

 

 

【事務局】  それでは、定刻となりましたので、ただいまから交通政策審議会海事分科

会第６回国際海上輸送部会を開催させていただきます。 

 委員及び臨時委員の皆様には、ご多用の中、本部会にご出席賜りまして誠にありがとう

ございます。私、事務局を務めさせていただきます海事局外航課の中村と申します。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 本日は、委員及び臨時委員総員１７名中９名のご出席でございますので、交通政策審議

会令第８条第１項による定足数を満たしておりますことをご報告申し上げます。また、本

部会は、情報公開の観点から会議自体を公開するとともに、議事録等を国土交通省のホー

ムページに掲載することとしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 さて、人事異動のため、今回から一部臨時委員の方が交代されておりますので、ご紹介

させていただきます。 

 鈴木臨時委員の後任といたしまして社団法人日本船主協会会長の前川臨時委員が、山口

臨時委員の後任といたしまして日本政策投資銀行副総裁の荒木臨時委員が任命されており

ます。なお、前川臨時委員におかれましては、本日、所用のためご欠席でございます。 

 交代されました臨時委員は以上でございます。 

 なお、本日ご出席されている委員及び臨時委員の皆様のご紹介につきましては、席上に

配付しております座席表をもってご紹介にかえさせていただきたく存じます。 

 浅野委員、馬田委員、岡部臨時委員、佐々木臨時委員、田﨑臨時委員、森本臨時委員及

び渡臨時委員におかれましては、本日所用のためご欠席でございます。また本日は、意見

交換のため、ご欠席されております臨時委員にかわりましてご出席いただいている方がい

らっしゃいますので、ご紹介いたします。 

 社団法人日本物流団体連合会の平山理事長でございます。 

 社団法人日本船主協会の中本理事長です。 

 社団法人日本造船工業会の寺門企画部長です。 

 石油連盟の波田野常務理事です。 
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 続きまして、事務局のほうにおきましても７月１０日付で人事異動があり、異動後初め

ての部会でございますので、異動から大分時間が経っておりますが、ご紹介をさせていた

だきます。 

 海事局次長から海事局長に就任いたしました春成でございます。 

 大臣官房審議官から海事局次長に就任いたしました大野でございます。 

 大臣官房審議官には武藤が就任いたしましたが、本日、所用のため欠席でございます。 

 大臣官房技術審議官に就任いたしました染矢でございます。 

 本日の出席者については以上でございますが、議事に先立ちまして、海事局長の春成よ

り一言ご挨拶を申し上げます。 

【海事局長】  恐れ入ります、海事局長の春成でございます。この機会を利用いたしま

して御礼のご挨拶を一言申し上げたいと思っております。 

 私は次長でこの７月までおりましたけれども、この２月に大臣より諮問をお願いしまし

て、その後、非常に短期間のうちにご出席の先生方、委員の皆様方におかれましては、密

度の濃い議論を続けていただきまして、６月の末に中間とりまとめをいただきました。私

は７月に局長に就任させていただいたわけですけれども、最初にやったことというのは、

この中間とりまとめをいただいたものをベースに概算要求の準備をするということが最初

の仕事でございました。この短い期間の間にきちんとおまとめいただいたことに心から御

礼申し上げたいと思っております。 

 その概算要求でございますけれども、当然のことながら、トン数標準税制についての税

制改正要望を財務省のほうに提出させていただきました。あわせてこのトン数標準税制が

ねらっておりました安定的な国際海上輸送の確保、それから日本人船員・日本籍船の確保・

育成ということに関連しまして予算要求をさせていただいております。これはいわゆる一

般会計への予算要求でございます。特に船員につきましては、従来は離職対策を中心にや

っておりましたけれども、これからは確保・育成をしていくということで、その育成のた

めの予算要求をしてございます。これ以外にも大きな柱として、海洋環境の保全ですとか、

これは海の１０モードと称する燃費基準を新たにつくるという作業のためのお金でござい

ます。それからいわゆる海上交通の安全確保ということで、マラッカ・シンガポール海峡

の安全確保のための予算要求をするといったことで、極めてパンチのあるといいますか、

政策的な中身のよい要求ができたというふうに思っております。 

 もちろん、きょうも後ほど資料でご説明するわけでございますが、まだまだ我々自身課
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題がたくさん残っておりますけれども、また秋以降いよいよ始まりますので、どうか活発

なご議論をいただきまして、あるいはご意見を賜りまして、我々としてもまた一歩一歩進

んでいきたいと思っておりますので、どうぞよろしくご審議をお願いしたいと思います。

どうもありがとうございました。 

【事務局】  続きまして、マイクの使い方をご説明させていただきます。ご発言の際に

は、お手元のマイクのトークというボタンを押してからご発言ください。また、ご発言が

終わりましたら、再度トークというボタンを押してオフにしていただきますようお願いい

たします。 

 次に、配付資料の確認をさせていただきます。お手元に座席表をお配りしておりますけ

れども、その次、それに加えまして、海事分科会議事次第の１枚物をお付けしております。

それから配付資料一覧。それから資料１といたしまして交通政策審議会海事分科会国際海

上輸送部会委員名簿、１枚でございます。それから資料２といたしまして、交通政策審議

会海事分科会国際海上輸送部会中間とりまとめ（概要）、カラーのポンチ絵２枚物でござい

ます。それから資料３といたしまして、安定的な国際海上輸送の確保方策、これはカラー

のポンチ絵１枚でございます。それから資料４といたしまして、今後の海上輸送部会の進

め方について、これはＡ４縦のもの１枚でございます。それから資料５といたしまして、

第６回国際海上輸送部会説明資料、カラーのポンチ絵で少し厚いものでございます。資料

は以上でございますが、不備等ございましたら事務局のほうまでお申し出ください。 

 それでは、部会長に議事の進行をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいた

します。 

【部会長】  それでは、本日もよろしくお願いを申し上げます。 

 早速、議事次第に沿って議事を進めさせていただきますけれども、前回開催の６月２７

日から３カ月以上経過をしておりますので、前回とりまとめに至りました中間とりまとめ

の内容のおさらい、それから今後の部会の進め方について、まず事務局から先にご説明を

いただきたいと思います。その後で本日の議題として掲げられております競争環境の整備

について、地球規模での安全・環境問題への取り組みについて、一通り事務局からご説明

をいただいて、その後で質疑応答に移らせていただきたい、このように考えております。

委員の皆様の間で議論いただける時間をできるだけ多くとっていただくために、事務局か

らの説明はできるだけ簡潔にお願いいたしたいと考えます。それでは、事務局からよろし

くお願い申し上げます。 
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【外航課長】  それでは、私のほうからご説明させていただきます。私は７月から外航

課長になっております岡西でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず資料２でございます。先ほど部会長からご説明ありましたとおり、中間とりまとめ

の概要ということで２枚紙にまとめさせていただいてございます。この点につきましては、

委員各位、もうご承知かと思いますので、ざっとご説明させていただきますが、外航海運

の意義・必要性についてご認識を新たにしていただきまして、我が国外航海運事業者の国

際競争力を強化する必要がある、そのためには、外国の外航海運事業者と同等の条件で競

争できる競争環境が必要であるということをご示唆いただいております。あわせて、日本

籍船・日本人船員は非常時において大変重要な役割を示すということから、平時からこれ

を一定規模確保する必要があるということで、日本籍船を増やし、日本人船員を育成する

ことが喫緊の国家的課題であるということのご示唆を受けたということでございます。 

 次のページでございますけれども、これに合わせまして日本籍船・日本人船員の必要規

模の試算もいただいております。ある程度の経済水準を維持するということを前提に試算

したものとして、日本籍船は４５０隻、日本人船員につきましては５,５００人を確保する

べきではないかということをいただいております。それにあわせまして、日本船主協会の

ほうから、昨年、日本籍船を５年で２倍、日本人船員を１０年で１.５倍に増加させること

を目標とする旨のご表明もいただいておるところでございます。 

 このような必要性または日本籍船・日本人船員の必要規模をもとに具体的施策のあり方

といたしまして、以下の３点をご答申いただいてございます。まずはトン数標準税制を導

入することでございます。これについて早急に具体的検討を進める必要があるということ。

続きまして、日本籍船及び日本人船員の確保等のために法整備をする必要があるというこ

と。続きまして、金融上の措置、承認船員制度の見直し等をしっかり図るということで、

先ほど冒頭申し上げました安定的な国際海上輸送確保のための施策、国際競争力の強化、

日本籍船・日本人船員の確保を図るという目標を達成すべきだという答申をいただいたと

いうことでございます。 

 続きまして、資料３、１枚紙の資料でございます。今の中間とりまとめに加えまして、

年内の最終とりまとめに向けまして、先ほどご説明いたしました中間とりまとめでご議論

いただいたもののほかに、安定的な国際海上輸送の確保のために必要な方策を整理した紙

でございます。１枚紙にしてございます。上のほうから右下にかけて、これにつきまして

は中間とりまとめのところでおとりまとめいただいた部分でございます。このほか、左下
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にございます適正な競争環境の整備、独禁法適用除外の適切な運用、ＷＴＯ・ＥＰＡ交渉、

それからもう１つ下の安全・環境、マ・シ海峡の航行安全の確保、船舶の構造基準等、安

全・地球環境問題への取り組みという部分、ほかの部分もございますけれども、この２つ

の部分につきまして今回最終とりまとめに向けまして皆様にご議論いただきたい点でござ

います。 

 以上を踏まえまして、資料４でございます。本日から年末に向けての審議の方法等、進

め方についてまとめさせていただいておりますので、ご紹介させていただきます。 

 まず、本日、第６回部会といたしまして、先ほど資料３でご説明いたしました競争環境

の整備について、それから地球規模での安全・環境問題への取り組みについて、これにつ

いてご議論いただきまして、さらに中間とりまとめで具体的な施策をとるようにと言われ

ておりました部分につきまして、今、海事局長からもありましたけれども、税制改正要望、

法律改正、予算要求と進んでおりますので、その点についての状況をご報告させていただ

きたいと思っております。 

 続きまして、来月、１１月１６日金曜日に第７回部会を開きまして、本日ご議論いただ

いた部分を踏まえた最終答申の素案をご議論いただきまして、最後、第８回部会におきま

して、１２月２０日、最終答申をいただきたいと思っております。なお、最終答申におい

ては、国際海上輸送部会とヒューマンインフラ部会の合同部会という形で設置させていた

だきたいと思っております。 

 以上がこれまでのとりまとめと今後の進め方でございます。 

 それでは、先ほどの部会長からのご指示に従いまして、引き続き、議題に沿いまして資

料の説明をさせていただきたいと思います。資料５でございます。第６回国際海上輸送部

会説明資料となってございます。 

 １ページはねていただきますと、先ほど私が申し上げた点が書いてある目次のようなも

のでございます。その次のページが１つ目の議題であります適正な競争環境の整備という

ことで、秩序ある競争の確保と自由かつ公正な国際海運市場の形成、この２つの点につい

てまず、ご議論いただきたいと思っております。 

 それでは、右下に３ページと打ってありますが、適正な競争環境の整備、秩序ある競争

の確保ということで、外航海運に関する独禁法の適用除外制度についてご議論いただきた

いと思っております。今回の資料で独禁法の話をさせていただきますのは、ご承知かと思

いますけれども、ＥＵ、アメリカで独禁法適用除外の撤廃に向けた動きがございます。ま
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た、昨年末、公正取引委員会からは海上運送法に基づく独禁法の適用除外の見直しを求め

る意見などが出ております。そういうことで、我が国としてどのように対応していくのか、

その方向づけを行うことが求められておりますので、本部会でご議論いただきたいと思っ

ております。 

 次のページをめくっていただきますと、４ページ目、それでは、船会社間の協定という

のはどういうものがあるのかということを書いたものでございます。左側にいわゆるカル

テルの類型で、海運同盟、航路安定化協定、コンソーシアム協定、不定期船協定というの

がございます。この海運同盟といいますのは、もう１３０年前からあります大変古い類型

のカルテルでございまして、海運が破滅的な運賃競争を繰り広げてサービス水準の低下な

どがあったものですから、それを防ぐために作られたものでございます。中身としまして

は、次のコラムに書いてございますが、共通の運賃を設定する、それから運賃に近い燃油

費、為替、ターミナル料金などに関するサーチャージを設定したり、あとは供給のほうの

調整をするという、包括的な、まさにカルテルの代表例のような協定でございます。 

 続きまして、航路安定化協定というのがございます。これはコンテナ化が進展したため、

カルテルを結んでいない人たちも参入しやすくなってきたり、米国での独禁法の見直しで

拘束力のある運賃カルテルができなくなったので、同盟の拘束力が低下しましたので、ガ

イドライン的な協定ができ上がったというのがこの航路安定化協定でございます。従来の

同盟・盟外の枠組みを超えて運賃設定の方針などの情報交換を行って定期航路の維持安定

を図るというものがこの協定でございます。 

 続きまして、コンソーシアム協定。これも同様にコンテナ化の影響を受けたもので、コ

ンテナターミナルをつくるために、大変投資費用が大きくなってきまして、船会社が一社

一社やっていたのでは到底追いつかないということで、企業グループをつくるということ、

それから船舶の大型化に伴いまして、何回も何回も大きな船で行くと供給過多になるとい

うことで、スペースチャーターなどによりお互いに供給を融通し合うということで、共同

配船を基礎としてお互いのスペースを融通し合うというものがこのコンソーシアム協定で

ございます。 

 あとは不定期船協定というもので、それぞれの物品、ケミカルであったり自動車であっ

たり南洋材であったり、それぞれの貨物に応じて協定を結ぶ、このような内容のものがご

ざいます。 

 従いまして、独禁法の議論をするときには、十把一からげに独禁法の適用除外というの
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は大変乱暴でございまして、この辺をきめ細かく見た上で議論する必要があるのかなとい

うことでご紹介させて頂きました。 

 続きまして５ページでございます。それでは実際にどういうふうな定期船同盟、協定が

できているのかというものを示させていただいております。何％と数字を書いております

のは、２００６年海上貿易量コンテナのトン数比率でございます。有名な北米航路でござ

いますけれども、今や日本にとって１６％のシェアとなってございます。ここでは運賃修

復ガイドライン、サーチャージガイドライン、情報交換、コンソーシアム協定というのが

ありまして、運賃協定はないというのが現状でございます。 

 続きまして右側のＥＵ、これは１２％のシェアを持つマーケットでございますけれども、

欧州航路ですが、タリフ、いわゆる運賃の設定がございます。ただし、これは形骸化して

しまっている。あと、運賃、タリフが形骸化しているものですから、ガイドラインを設定

している。それからサーチャージの設定、情報交換、コンソーシアム協定が行われている

ということでございます。 

 左下は中国でございます。これは今、３５％ということで、コンテナ市場において大変

大きなシェアを占めております。比較的新しい市場で、協定をつくるとかという秩序がで

きる前の段階かと思われますが、そこにございますように、コンソーシアム協定と情報交

換の協定しかございません。大変熾烈な過当競争が行われておりまして、今でも四十数社

がここに参入してきている。中国の経済政策の変更もありまして、これまでの国営の海運

企業だけから民営化の企業もどんどん入ってくるという状況になっていますので、協定の

意義自体がないと想像され、運賃協定なくコンソーシアム協定と情報交換が行われている、

このような現状でございます。 

 あと、米・ＥＵにつきましてもそこにあるとおりでございます。 

 なお、ＥＵ関係につきまして、矢印の次に○、×、△というのをつけてございます。こ

れにつきましては、先ほどご説明しましたＥＵで、今見直しが進んでおりまして、ＥＵが

独禁法の適用除外を認めないということになりますと、この×のついているものが認めら

れなくなるという意味です。○がついているように、コンソーシアム協定についてはＥＵ

も今後も認めていくということに注意を払う必要があると思います。また、情報交換につ

きましてもケース・バイ・ケースで認めることはあるということでございます。これは後

ほどご説明させていただきます。 

 続きまして６ページでございます。船社間協定の歴史ということで、これは見ていただ
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ければと思いますけれども、１８７５年の英印間の熾烈な競争ということで、独禁法、競

争法ができる前、１８９０年のシャーマン法ができる前から協定があったということでご

ざいます。その後、競争法とこういうカルテルの衝突の歴史がずっと繰り返されておりま

して、ただそうはいうものの、協定は１３０年間維持されてきたということでございます。

左下、ＥＵではリスボン戦略策定によって競争的な市場を目指すことが求められ、その６

年後であります昨年、独禁法が海運については廃止という決定がなされた。アメリカにお

きましては、大変独禁法が強い、競争法が一番進んだ国と言われておりますけれども、そ

こでは１９８４年や９８年の海運法の改正によって、だんだんカルテルの強さを弱めるよ

うな方針でずっと進んできているということですけれども、まだ廃止ということにはなっ

ていない。ただ、本年、独禁法改革委員会のほうがホワイトハウスと議会に対して適用除

外は必要でないのではないかという報告を出しているという現状でございます。 

 右端、日本でございます。戦後すぐ独禁法が制定されました。米、ＥＵと同様に独禁法

の適用除外となっておりましたけれども、９２年に閣議決定でもう一回見直さないかとい

うことが言われまして、当時の運輸省でもずっと勉強してまいりまして、最終的には９９

年の海上運送法の改正というところで、独禁法の適用除外はやはりそのまま存続すべきだ

という結論になり、海上運送法の改正がなされているということでございます。その後、

昨年１２月に公取委からやはりもう一回見直せないかというようなご見解をいただいたと

いうことでございます。 

 続きまして７ページ目、これがＥＵにおける競争法の状況ということでございます。上

の段、要は運賃の同盟はもうだめですよということでございます。ほか、下にございます

技術協定はいいですよ、あと定期船の情報交換も競争制限的なのはだめですけれども、第

８１条３項という消費者に利益のあるようなものについてはいいですよということ。あと

は不定期船のプール協定も同様に消費者の利益になるものについてはいいですよというこ

とを示されております。 

 このガイドラインも昨月、９月１４日に発表されたものですが、ＥＵの船会社とＥＵの

間では既に合意形成ができているようでございます。これはＭＡＥＲＳＫなど大変大きな

企業がＭ＆Ａを進めておりまして、１９９６年に６.１％に過ぎなかったＭＡＥＲＳＫのコ

ンテナシェアが、今、世界で１９.２％ということになっているという、ＥＵの船会社が大

変大きな勢力を持ってきていることもＥＵの競争施策にも反映されているのではないかと

いうものでございます。 
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 続きまして８ページ、ＥＵ以外の地域における動向でございます。アメリカでございま

す。アメリカは２００４年の独禁改革委員会において、全ての産業について独禁の見直し

を行っているところでございますけれども、２００７年に海運につきましても適用除外の

対象とする必要はないという報告が出され、大統領・議会に決定がゆだねられているとこ

ろでございます。現在、大使館経由でいろいろアメリカの情報をとっておりますけれども、

ホワイトハウス・議会ともに動きはないということで、先ほど申し上げましたＥＵの動き

を見ているような情勢でございます。 

 あと、豪州は適用除外を維持するという方針を昨年発表しております。 

 シンガポールも、昨年ようやくできた競争法の中で独禁法の適用除外を認めてございま

す。 

 一方、中国でございますが、来年８月にここも競争法ができ上がります。そこでこの協

定の取り扱いがどうなるのかということが大変注目されるところでございますが、これに

つきましてはちょっと未定ということでございます。 

 インドにつきましては協定の適用除外が廃止されます。 

 このような外国の諸事情となってございます。 

 ９ページ目が日本の状況でございます。日本につきましては、１９９９年（平成１１年）

の海上運送法の改正によりまして、協定ができましたら、公取にしっかり通知をいたしま

して、公取がチェックいたしまして、変なものであれば措置請求、それで、国土交通省も

それがおかしいということであれば変更・禁止命令が出せるという、いわゆる何でもやっ

ていいというわけではなくて、国のコントロールのもとに置かれた協定の運用が行われて

いるというのが我が国の現状でございます。 

 このような現状の下、１０ページ目でございますが、昨年１２月に公取からの見解とい

うものが出ました。ここでは基本的に共通運賃、タリフはもう形骸化しているということ。

それから運賃以外のサーチャージに関しては実コスト以上に請求して、かつ、荷主に対し

て一方的に船会社から通告させるということで、荷主の利害を害しているのではないかと

いう点、これが第１点目でございます。もう１点としては、米、ＥＵの見直しの機運があ

るので、それに合わせて日本もやはり廃止すべきではないかというようなことです。しか

しながら、海上運送法が国土交通省所管の法律でございますので、公取としては国土交通

省に検討してくださいという答申を出したということでございます。 

 続きまして１１ページ目、当時、国土交通省として現状の妥当性を説明するものとして
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出した見解でございます。緑のところがポイントでございますけれども、現在、アジア諸

国の港湾間競争が激化している中で、アジアの中で日本のみが独禁法の適用除外を廃止す

ると、船会社が全部アジアのほかの国に行ってしまうのではないか。どんどんアジアのハ

ブ化が進んで日本発着貨物はフィーダー化されてしまう、それにより、荷主に対してコス

ト増、利便の低下を招くのではないか。さらに、今回の独禁法の適用除外というのはＥＵ

主導で行われていますけれども、欧州巨大船社によるＭＡＥＲＳＫなどを中心とする寡占

化が進展し、日本の船社の競争力が低下して、日本としてはあまりいい話ではないのでは

ないかということ。それから中国航路に見られますように、著しい曜日、季節等による運

賃変動が起こるので、これは荷主は望んでいないのではないかということで、制度の存廃

については国益の観点から十分な検討が必要ということを明らかにしています。 

 あと１２ページでございますけれども、ここにある荷主協会さんからの意見が公取に出

まして、公取の報告書になったわけでございますけれども、実はその意見が出た後、国土

交通省のほうで速やかに荷主協会からの意見に対する対応策を打ちまして、改善されてい

るというもののご紹介でございます。国土交通省の届け出については速やかに開示する。

二重運賃制は廃止する。同盟・協定等による運賃・料金の値上げ・新設の際には荷主にし

っかり協議する、それから十分な説明を行うということで、改善はされているということ

の紹介です。 

 続きまして１３ページ目でございます。これが平成１１年、１９９９年の海上運送法の

改正の際に、国土交通省、当時運輸省のほうで議論したロジックを整理したものでござい

ます。そこでは外航海運の特殊性ということで、そこにあります４点を掲げまして、船社

間協定をすることによって運賃が安定し、定期運航の維持がされ、初期投資のリスク分散

による投資の促進、それから寄港地の拡大、低廉な海運サービスができるということで、

維持すべきであるという結論になっています。これが平成１１年の海上運送法の改正につ

ながっていったということをご紹介させていただきます。 

 独禁法で最後の紙でございます。大変長くなって恐縮でございますが、１４ページ目で、

この独禁法の問題につきましては、これまで杉山部会長や学識経験者、日本荷主協会、日

本船主協会、海事局が参加する海運経済委員会というところで検討しているところでござ

います。そこでの議論の状況をご紹介させていただいております。上の段が関係者からの

問題意識ということでございます。日本の荷主、メーカーさんなどは価格の安定性を強く

望んでいるというもの。それからサーチャージについて大変一方的だったけれども、先ほ
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ど説明いたしました平成１１年の改正後は、国土交通省の監督も行き届いて船社側の自主

的な行動抑制も機能しているということ。それからＥＵの競争法が適用にならなくなると、

むしろ大手船社に追随して一方的に協議もなく自由にサーチャージを設定してくるのでは

ないか、かえって危ないのではないか。あとは、協定がなくなることでまた破滅的な運賃

競争が行われて、コンテナのラインを維持できなくなり、どんどん日本からコンテナ船の

幹線が離れてフィーダー化してしまうのではないか。それに伴いましてタイムロスとか荷

主にとって国際分業が進んでいる中で大変難しいマネジメントを強いられるおそれがある

のではないか。あとは運賃の乱高下など消費者にプラスがないのではないか。海運企業の

マネジメントのノウハウの喪失を招くのではないかというような点があげられています。

我々の勉強会の中では荷主協会も入っていただいていますけれども、適用除外撤廃に対し

て若干否定的な問題意識が出てございます。とはいうものの、いろいろ世の中の動き等ご

ざいますので、今後の検討の視点として今回ご提示させていただくものが黄色い部分でご

ざいます。我が国が貿易立国であること、荷主も大変多うございます。そういう中で、貿

易の現状を踏まえてどのような海運市場、または海運業界の秩序が望ましいのか。それか

らアメリカ・ＥＵと諸外国における動向がどうなるのか、またそれが日本にどういう影響

を与えるのか。それから実際に船社間協定というのがほんとうに価格の運賃安定効果があ

るのかどうかというものをしっかり見定める必要があるのかなということで、今後の視点

ということで書かせていただいております。 

 以上が独禁法の適用除外に関する紙でございます。 

 それでは、続けてご説明させていただいてよろしいでしょうか。ではページをめくって

いただきまして、今度は、自由かつ公正な国際海運市場の形成ということで、１６ページ

でございます。ＷＴＯ、ＥＰＡ／ＦＴＡについて書いてございます。この１６ページの紙

は一般的な説明の紙でございます。ＷＴＯはマルチで基本原則が最恵国待遇、いわゆる１

つの国にいいことをすればそのメンバーカントリーはみんな同じような待遇を受けること

ができるというもの。それから内国民待遇（ＮＴ、ナショナルトリートメント）でござい

ますが、これは自分の国の人だけを優遇してはいけないというものでございます。 

 それから右側のほうが二国間または複数国間でやるＦＴＡまたはＥＰＡでございます。

これにつきましては、それぞれの国の間で自由化を進めていく、又は経済連携を強めてい

くというものでございます。 

 この２つの関係でございますが、下の段、いわゆるＷＴＯがベーシックな貿易の慣行を
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書いてございまして、ＥＰＡ／ＦＴＡがそれにプラスアルファするものというもので整理

されてございます。従いまして、ＷＴＯではＭＦＮと言われている最恵国待遇があります

けれども、ＥＰＡ／ＦＴＡは特出しで認められる、ある程度一定の条件はございますけれ

ども、そういう仕組みになってございます。ただ、今の段階ではＷＴＯが妥結する見込み

がございませんので、ＥＰＡ／ＦＴＡが先行で進んでいるという状況であるということで

ございます。 

 １７ページでございます。自由化といいますけれども、何が問題なのか、海運は既に自

由なのではないかということだと思うのですけれども、海運自由の原則のもと、大変古い、

歴史の長い自由市場で営んできた海運市場ではございますが、そこにありますように若干

閉鎖的な部分もございます。特にアメリカでございます。アラスカ原油の輸出について自

国籍船に限定していたり、ご承知かと思いますが、９６年、９７年の港運協議で、フェデ

ラル・マリタイム・コミッションのほうから一方的な制裁を課されたりとか、そういう行

為がございます。 

 また中国におきましては内陸部での支店の設置ができない。それからインドについては

政府貨物の輸送は自国籍船に優先する。それから一部の港の貨物税の免税手続が煩雑であ

ったり、インドネシアに至っては、海運代理店をやるのに外資規制４９％というのがかか

っているということです。ベトナム、フィリピン、その他、そこにございますようにいろ

いろな具体的な障壁があるという現状でありますので、これらをどれだけクリアしていく

かというのが今後の我が国海運企業の自由なビジネスに影響するということでございます。 

 １８ページでございます。そのような現状を踏まえて、左側が多国間レベルということ

で、ＷＴＯをどんどん進めていきますということを書いてございます。あまり知られてお

りませんが、中段以下、赤いところにございます海運分野の複数国間会合において、日本

が議長国をやっているということで、まさに日本がリーダーシップをとってＷＴＯの海運

の合意を進めているところでございます。 

 あと、ＦＴＡ／ＥＰＡでございますけれども、中国を含めＡＳＥＡＮ等、活発にＦＴＡ

／ＥＰＡをどんどんやろうとしております。そういう中で、日本だけがこのＦＴＡ／ＥＰ

Ａに乗り遅れますと、日本の船会社だけが不利な条件で競争せざるを得なくなるというこ

とでありますので、これについても積極的に進める必要があるのではないかということで

ございます。 

 このように、ＷＴＯ、ＥＰＡ／ＦＴＡを進めることで、下段でございますが、国際条約



 -13-

に基づく海運市場の自由化に関する法的枠組みがしっかりでき上がりまして、より自由で

公正な国際市場が形成されるということでございます。これに伴いまして中間とりまとめ

をいただいたように、ますます我が国海運事業者にとって国際競争力の強化が必須になっ

てくるということでございます。 

 次が１９ページ、これはＷＴＯのサービス分野のこれまでの経緯が書いてございます。

ちょっとおもしろい点でございますので、ご紹介させて頂きますと、ウルグアイ・ラウン

ドでは海運、金融、基本電気通信の３分野だけが合意不成立でした。その後、継続交渉で

海運だけが唯一の交渉未成立分野ということで残っているということです。ほかのサービ

ス分野は進展していますが、海運だけが全くゼロ回答という状況になっているということ

でございます。そういう中で、今、ドーハ・ラウンドを迎えているのですが、ドーハ・ラ

ウンドにつきましては、ご承知のとおり農業分野を中心としてうまく進んでいないため、

先が見えないということでございます。 

 続きまして２０ページ目、ＥＰＡ／ＦＴＡの状況でございます。上の段がこれまで締結

済みで、下の段がこれから締結するというものでございます。これまでの具体例としては、

フィリピンで外資規制が撤廃されたりしているというものでございます。 

 以上がＷＴＯ、ＥＰＡ／ＦＴＡの取り組みでございます。 

 続きまして、２つ目の議題でございます地球規模での安全・環境問題への取り組みにつ

いての説明をさせていただきます。 

 まず１番目としまして、めくっていただきまして２１ページ目でございますが、国際海

上輸送にとって重要な航路の安全確保等ということで、マラッカ・シンガポール海峡にお

ける取り組みをご説明させていただきます。 

 ２３ページでございますけれども、まず、マラッカ・シンガポール海峡の現況というこ

とで紙をつくらせていただいております。第１回の会合で、電事連の桝本副会長のほうか

らの発表資料にもありましたけれども、我が国の輸入原油の約８割、大体２億キロリット

ル以上がここを通ってございます。我が国にとってエネルギー安全保障上最も重要な海域

ということでございます。日本商船は１万４,０００隻ということでございます。一方で、

この海峡は大変狭隘でございまして、可航幅が狭く航行が困難。それからインドネシア、

マレーシア、シンガポールという３カ国の領海になっておりまして、主権関係が大変難し

いというような状況でございます。将来予測によると、２０１０年には今の１.５倍の通航

隻数が予想されるということで、ますます重要度が増してくるというものでございます。
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右下の絵を見ていただくとわかりますように、例えば中東から原油がホルムズ海峡を通っ

て出てまいりますが、インドの先を越えまして、ここのマ・シ海峡を通ってそれから日本

にやってくるというルートが基本的なルートになってございますので、ここの安全環境を

守るというのがエネルギーの安定供給の観点からも大変重要になっております。 

 次に２４ページでございます。そのような重要性にかんがみまして、１９６８年以来、

海峡利用国として唯一我が国がここに対する安全対策を支援してまいりました。これによ

って、真ん中の段にございますが、マラッカ海峡協議会を通じて１３２億円の航行安全対

策、１５億円の環境保全対策が行われました。およそ４０年にわたりこの海峡の安全対策

を主導的にやってきたということで、先日の会議でも、インドネシア、マレーシア、シン

ガポールら沿岸国から大変尊敬の念を持ってこれまでの貢献を見てもらっていることを痛

感しました。これについては石油連盟、船主協会、日本財団ら民間のお力で安全対策を支

援してきたということでございます。 

 その経緯でございますが、右側の円グラフ、１８.８％という日本のシェア、相変わらず

トップでございますけれども、１９９４年は２０.８％もあったのが下がってきております。

あとギリシャ、中国。中国に至っては１０年前の７.８％が１０.５％ということで、どん

どん増える傾向にございます。このようにいろいろな国がどんどんマ・シ海峡の安全性か

らメリットを得ているということで、これまでの日本だけがやっているのはおかしいので

はないかということで、また１９９４年に発効した国連海洋法条約に基づきまして、こう

いう国際海峡について国際的枠組みの下で議論すべきだということになりました。その結

果、下にございます２００５年９月のジャカルタ会議、２００６年９月のクアラルンプー

ル会議と続きまして、この海峡をどうやって安全にやっていくかというものが話し合われ

てきたわけでございます。 

 そして次の２５ページでございますけれども、先月の９月４日から開かれましたシンガ

ポール会議において、国連海洋法条約に規定された国際海峡における協力について、世界

で初めて沿岸国と利用国の協力の枠組みが具体化したということでございます。メカニズ

ムと言われております濃い山吹色の左側でございますけれども、沿岸国と利用国がフォー

ラムを開いたり、調整委員会を開いたり、また基金、お金を出し合うということが決まっ

たということでございます。主権国家が自分の主権を強く要求するわけでもなく、かつ、

利用国はしっかり主権国の意見も尊重して、お互いが話し合って協調してやっていこうと

いうことが決まったという意味では、大変画期的な国際的な枠組みができたということで
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ございます。これのちょっとおもしろい点は、従来、日本だけが関心ありましたけれども、

右側のプロジェクトの関心国ということで、中国が大変強くここに関心を示し始めまして、

会議の中でも中国が、どんどん自分達も支援します支援しますということを表明いたしま

した。これに合わせて、アメリカ側がその後それを受けて、中国に呼応するように、おれ

もやるということになってきました。日本だけだったのが、日・米・中という大国がここ

へ一気に支援するという流れができ上がったということでございます。逆にこれが沿岸国

としては、アメリカ、中国という大国が入ってくるのが脅威になりまして、ますます日本

にぜひ間に入ってほしいという要請が強くなってきているわけでございます。今回、日本

がリーダーシップをとってこういうメカニズムができたということをご紹介させていただ

きます。 

 続きまして２６ページでございます。このようにできた協力メカニズムを有効に機能さ

せるためには、幅広い利用国または利用者の参加が必要でございます。日本は第一の利用

国であるということなので、今後もリーダーシップをとって貢献していく。米・中の動き

も見ながらしっかり日本がリーダーシップをとっていく必要があるのではないかというこ

とでございます。 

 そういう意味で、これまで民間団体を中心にお願いしていたものを、今後は、政府もし

っかり支援する必要があるのではないかということで、我々は外務省とも協力しながら対

策を打ち出していきたいと思っております。または、これまで支援いただいております日

本船主協会、日本財団、石油連盟だけではなくて、ほかの団体もどんどん拡大して支援し

ていただく必要があるのではないかと考えております。これにつきましては、資源エネル

ギー庁のほうにも働きかけまして、ご理解をいただいておるところでございます。 

 また、ご紹介させていただきますが、独立系のタンカー会社でありますＩＮＴＥＲＴＡ

ＮＫＯが、１０月９日に基金に対する支援表明をしたということで、いわゆる国を越えて

ＣＳＲという観点から民間団体が国際的枠組みに支援するという流れも今でき上がりつつ

あるというので、日本も乗り遅れることがあってはならないのではないかというふうに思

っております。そういうことで、安定的な海上輸送がこのようなメカニズムのもとにでき

れば、我が国の経済の持続的発展にも大きく貢献するのではないかと考えております。 

 あと、最後に２７ページでございますが、国連海洋法条約、先ほどご説明した第３部の

国際航行に使用される海峡の規定が、書いてございますが、あと海洋基本法、この７月２

０日に施行されてございますけれども、年末にかけて海洋基本計画をつくることになって
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ございます。その中では、２０条、２１条、２７条がまさにマラッカ・シンガポール海峡

に関係する規定でございますので、この辺も内閣府と調整しながら海洋基本計画の中で取

り入れてもらうよう頑張っていく必要があると思っております。また、ご承知のとおり、

経済成長戦略大綱の中では、エネルギー政策の中でマ・シ海峡を位置づけていただいてい

るということをご紹介させていただきます。 

 続きまして、今出参事官から説明を続けさせていただきます。 

【参事官】  技術担当参事官をしております今出と申します。引き続きまして、船舶の

安全性向上、環境保全への貢献についてご説明申し上げます。資料の２９ページをご覧い

ただきたいと思います。 

 船舶の安全・環境分野の技術基準につきましては、主としてＩＭＯの場で協議して作成

しております。そこでの共通認識としまして、できる限り高い水準の基準を目指すこと、

また、経済性の論議はやらずに基準をつくるということでやってまいりました。ところが、

左の箱のカラムに書いてございますような背景によりまして、我が国の海運、造船の経営

に影響を与える基準が近年増加しております。１９９９年のエリカ号事故、２００２年の

プレスティージ号事故によりまして、フランス・スペインの海岸の油汚染事故で海運のイ

メージが非常に悪化し、シングルハルタンカーをスクラップする規制を前倒ししたり、そ

の後の安全基準強化に大きな影響を与えております。 

 また、ギリシャの発言力が大変大きくなってございまして、キャンペーンを行って、一

度決定いたしました国際規則をひっくり返すような実力を持ってございます。彼らは、メ

ンテナンスフリーの頑丈な船を志向してございまして、船体の構造規則を強化させるとい

うような動きをしてございます。性能のよい新鋭船で事業を行います日本の船社とは利害

が対立するような形になっております。さらに、ギリシャ等主導でバラストタンクの塗装

基準ができあがりまして、これによりまして造船所の生産設備に大きな影響を与えるとい

うような事態が起こっております。 

 また、ＥＵ諸国へのＥＣの統制が強化されておりまして、ＥＵ諸国が一致団結すること

で国際基準がますます欧州寄りになるという可能性が大きくなってございます。これまで

我が国は、欧米発案の基準案に対しまして、技術的な検討や費用対効果を分析し、業界と

調整いたしまして対案をぶつけるといったような対応を行って参ったのでございますけれ

ども、このやり方ですと、国益の保持は難しいという状況になっているのではないかと考

えられます。 
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 新たな課題といたしまして、現在、右側の白い囲みにございますように、排ガスの２次・

３次規制について検討されています。この基準は、今後、船舶がどのようなパワープラン

トを備えるようになるのかということが決まる非常に重要な事項だと認識してございます。

また、国際海運の地球温暖化対策も本格的に検討が開始されようとしております。このよ

うなことから、産学官による戦略的な国際基準対応が必要な時期ではないかというふうに

認識してございます。 

 続きまして、３０ページをご覧いただきます。まず、国際基準戦略を考えるに当たりま

して、我が国の特徴を整理いたしますと、極東の島国でございますので、欧州のように常

に各国間で協議しながら基準策定を進めていくということにはおのずと限界がございます。

一方、世界有数の海運国であると同時に造船国でもありまして、いずれも伝統がありまし

て、技術力の蓄積というのがあるわけでございます。こうしたことを考慮いたしますと、

我が国の技術力を活用いたしまして基準開発に先行して、先に打って出るという戦略がよ

いのではないかというふうに考えられます。 

 具体的には、技術開発政策の転換を行いまして、我が国海事産業にとって望ましい規制

を実現するための技術開発に資源を集中するということを考えたらどうかと思っておりま

す。現在、海洋環境イニシアチブといたしまして、環境問題への対応と産業競争力向上を

実現するために、ＮＯＸ、ＣＯ２等の削減に向けた研究開発を、日本発の国際基準提案とリ

ンクしてプロジェクトを推進しようとしてございます。この柱は温暖化対策なのでござい

ますけれども、相反する関係がございますＮＯＸの削減ですとか、構造強度の強化でござ

いますとか、そういうことの両立を目指して総合的にプロジェクトを進める所存にしてご

ざいます。 

 さらに、ＩＭＯ対応の強化策といたしまして、ルール提案能力の強化はもちろんなので

ございますけれども、やはりお仲間を募って国際世論を味方につけるという観点から、ロ

ビーイングとキャンペーンの強化が喫緊の課題となっていると考えられます。もちろん、

政府間ベースでいろいろ協力・連携の活動をやることは重要でございますけれども、産業

界ベースのロビーイング、キャンペーンは非常に効果的でございますので、さらに積極的

に推進していくことが重要ではないかと思います。 

 このような日本の国際基準戦略のゴールは、下に書いてございますように、安全・環境

性能を高いレベルで実現する船舶を提供することを基本理念といたしまして、世界の海運

の発展に貢献して、これと矛盾することなく、すなわち、これと同時に我が国の海運・造
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船業の国際競争力強化を実現することだというふうに考えてございます。 

 次のページにまいりまして、具体的な取り組み例を２つ紹介致します。１つは、エンジ

ンからのＮＯＸ削減に関するプロジェクトでございます。２０１０年を予定しているエン

ジンからの排ガスの２次規制値は、大体現在の３０％減で国際的なコンセンサスがとれつ

つあります。その５年後を目指した３次規制につきましては、欧州サイドは欧州のエンジ

ンメーカー主導の６０％削減ということを提案してございまして、これに対して日米は８

０％を削減すべきだという意見で対立しております。ＮＯＸを８０％下げるという水準で

ございますと、大体、日本の国内法上の規制値と大体同じようなレベルになりますので、

それぐらいで基準としては打ちどまる可能性が高い。さらにこの水準ですと、エンジンの

中でＮＯＸを処理するのは無理でございまして、後処理設備すなわち排気管に脱硝設備を

つけなければならなくなります。そこで、今年から５年計画で脱硝設備の実用化を目指し

た開発プロジェクトを総額３８億円で実施しているところでございます。舶用メーカーを

中心にオールジャパンで取り組んでいるところでございます。この日本の提案のポイント

でございますけれども、この青い字で書いてございますように、ローカルな環境問題でご

ざいますＮＯＸを削減しなければならないのは沿岸域でございますので、その沿岸域では

後処理設備を稼働させてＮＯＸを取る。一方、太平洋の真ん中とか大洋航行中のところは

燃費マックスで走るといったような条約改正を同時に我が国が提案している点でございま

す。このような形が世界の海運にとってはベストなソリューションだと確信してございま

す。 

 ２つ目は、海の１０モードプロジェクトでございます。船舶の省エネ性能を比較するこ

とができる指標を作成いたしまして、この指標を船舶調達の判断基準の１つとする仕組み

をつくることがねらいでございます。算定の方法は、模型試験とシミュレーション計算を

標準化いたしまして、民間検査機関によります認証システムも同時に開発をして参る所存

でございます。３年でデファクトスタンダードとしまして、実際に船会社さんにお使いい

ただけるものをつくる予定にしております。これから本格化いたします国際海運の地球温

暖化対策の検討に際して、いろいろなＣＯ２の削減スキームが考えられるわけですけれど

も、その基礎を与える指標としまして国際基準化をしていくことを考えております。 

 次のページに参考といたしまして、なぜ今、ＣＯ２対策の検討に取りかかる必要がある

のかという、その背景をまとめた資料でございます。 

 以上、雑駁でございますけれども、説明を終わらせていただきます。 
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【部会長】  どうも大変ありがとうございました。それでは以上で２つの議事内容、最

初が競争環境の整備について、その中身は独禁法関係のものとＷＴＯ等関係のもの、２つ

ございました。それから２番目というのが地球規模での安全環境問題への取り組みについ

て、その中身がマ・シ海峡の関係と船舶の関係、こういう形になっていたかと思います。

そこで、今ご説明いただいたものについて議題ごとに少し分けてご質問、ご意見をいただ

くのがいいのかなというふうに思います。 

 最初に、議題の１番目のほうでありました競争環境の整備について、別に制限はないの

ですが、おおむね３０分ぐらいの議論の時間がとれるかなと思いますけれども、ご自由に

ご発言、ご質問、ご意見等をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【部会長代理】  要するに公取委員会は、この海運同盟的なものをやめろというふうに

言ってきているわけですか。 

【海事局長】  先ほど説明の中にもありましたけれども、去年、公取の中でのいわば私

的検討会というのがございまして、非常に短期間のうちに、いわゆる独占禁止法の適用除

外をやめるべきであるという非常に単純な結論をお出しになりまして、やや経緯を申し上

げますと、その際、いわばパブリックコメントみたいな形で世の中に出まして、それには

多くの関係者から、もちろん船会社の方からもありますし、荷主サイドあるいは国際機関

からも非常に早計であるというご意見もありましたし、もう少し勉強すべきであるという

反対の意見ももちろんたくさんあったわけでございます。端的に今の松田委員の質問にお

答えすれば、要は、すべからく独禁法適用除外はやめるべきであると言っているわけで、

じゃあ個別に同盟だけじゃなくて、同盟以外、先ほどいろいろな対象がありましたけれど

も、いずれにせよ、いろいろな行為について独禁法の適用除外は基本的にやめるべきであ

るという単純なお考えをお示しになりました。その後、今申しましたような各方面から、

利害関係者あるいは各社の方からの反論もございまして、私どもに、去年の１２月だった

と記憶しておりますけれども、本件は最終的にはこの海上運送法を所管しているのは国土

交通省であるので、そちらのほうでこの実態についての勉強も踏まえてよくご検討いただ

きたいという形で、いわば玉を預けられた形になっているのが現状でございます。 

【部会長代理】  それで、公取にとってみれば、これは法改正を特に要さない、おそら

く行政上の処分であると思われますから、例えれば、一方的に廃止することも可能なので

はないですか。 

【海事局長】  海上運送法上に、この中に資料があったと思いますけれども、事実上書
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いてありまして。 

【部会長代理】  あ、書いてある、なるほど。 

【委員】  この問題は少し背景というか一般的に申し上げますと、かつてはいわゆる公

益事業と呼ばれた分野がありまして、それはおしなべて適用除外というのになっていたわ

けです。その理由というのは、結局、もし純粋な競争に任せると、破滅的競争が発生して

しまう。結局、最終的には消費者の利益にならないという発想がございました。なぜ破滅

的競争が起こるかというと、一番端的に申しますと、規模の経済性が非常に大きいような

産業では、経済用語でいうと限界費用と平均費用と２つございますけれども、限界費用が

非常に低くなるわけでございます。そうすると、競争の場合には必ず競争価格というのが

限界費用に張りついてしまいますので、その価格で競争をさせていくと、結局すべての企

業が共倒れといいますか、破滅してしまう、そういう論理がございます。ただ、このよう

な論理は、最近２０年ぐらいいろいろな形で変化がありまして、もともと適用除外の代表

例は、電気通信と電力であったわけであります。日本の公取の独禁法でも、通信、電力、

運輸というふうなものは適用除外になってきたわけなんですが、ご存じのように、１９８

０年代に通信はまず最初に適用除外から外れましたし、現在、電力ももう対象にはなって

おりません。 

 私は、そういう観点からいうと、一般論としては、その公取の私的研究会が、適用除外

というのは時代の流れからすると異物みたいなものであるという形で一般論を展開するの

はわかるのですが、若干、この海運の問題を考えると特殊性というのを考えなきゃいけな

いと私は思います。 

 まず第１点は、海運の場合に、通信とか電力におけるようなイノベーションというのが

ほんとうにあったのかということがあると思います。もちろん、どんどんＩＴ化が進んで

いるとか、そういうことがあるのは間違いありませんけれども、私は海のことは素人です

が、はた目から見ると、結局大きいボリュームの船を海に浮かべて物を運ぶという点では

今も昔も全く変わらないわけでありまして、そういう点では私は、規模の経済というのは

電力や通信とは違って海運では非常に大きく働くのではないかというふうに思います。こ

れはむしろ検証すべきことで、そのような規模の経済があるのであれば、例えば典型的に

はタンカーだと思いますが、そのような場合に競争させると、先ほどのような破滅的競争

になるおそれがあるということが理論的に言えるのかもしれないと第一に思います。 

 それから２番目は、私はやはり日本の特殊性ということを考えるべきだと思うのですけ



 -21-

れども、このアメリカとかヨーロッパというのは、実は我々にとって一番大事なエネルギ

ーと申しますか、石油とかガスというのはほとんどパイプラインで運ばれているわけであ

りまして、船で運んでくるという事情が非常に強いのは日本だけでございます。そうする

と、やはりこの研究会の前のときにも出てきたわけですけれども、安全保障という観点か

ら考えた場合に、日本は圧倒的に海運に頼ってガス、石油というものが運ばれているとす

ると、そのような運び手の産業が破滅的競争に陥っていいのか。 

 それからもう１つの考え方としましては、非常に競争が激しくなって価格の変動が、例

えばある時期には価格は限界費用より高くつくかもしれないけれども、あるときは限界費

用に落ち着くというふうな変動があるとしますと、こういったボラティリティに対して、

やはり一般の適用除外を進めるべきだという話とは別個に考える余地があるかもしれない

というふうにも思うわけでありまして、その辺はちょっと実証的というのでしょうか、ベ

リファイする必要があるのではないかと思っております。 

【部会長】  大変ありがとうございました。大変わかりやすいご説明をいただいたと思

いますし、また、実際、今までそういうことを一生懸命主張してきたというのが経緯だろ

うというふうに思います。今のご発言に対して何かございますでしょうか。 

 ではほかにどうぞ。 

【委員】  いただきました資料５の１１ページと１４ページなんですが、特に１１ペー

ジの現行制度廃止に伴い予想される影響例の①とか、それから１４ページの上の段にござ

います問題意識という点につきまして、私自身は全く同感なのでございますけれども、Ｅ

Ｕの競争法は私の理解では域外適用というのがありまして、域外で競争制限的なことがご

ざいますと、それがＥＵに影響を及ぼしたという判断、いわゆる効果主義というのでしょ

うか、それに基づいてＥＵの競争法が適用されるというふうに聞いております。この点に

つきまして、今後、日本においてこの適用除外についてある程度残すとかいうようなこと

になりますと、そういった可能性があるのかどうかということと、また、残す場合につい

ても十分慎重にやらなければいけないのではないかというような私のご質問と意見でござ

います。 

【部会長】  ありがとうございます。今の点についてはちょっとご説明いただきたいと

思います。 

【外航課長】  おっしゃるとおりでございまして、ＥＵの競争法は、ほかの分野におき

ましては効果主義、域外適用が強烈にかかってまいります。そういう意味で、この海運に
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ついてどういうふうになるのかというものもみんな注目しておるわけでございますが、今

回、ガイドラインにその辺のことも書いてあるのかと思ったのですが、域外適用について

は書いてありません。彼らもやりながら考えるというような面もあるのかなと思います。

ですが、おっしゃるとおり、基本的な考え方としては域外適用がかかってくると思います

ので、それを踏まえた上で我が国としてどういう対応をしていくのかということを考える

必要があるというのは委員ご指摘のとおりなのではないかと考えてございます。 

【部会長】  ほかにいかがでしょうか。 

【委員】  船主協会でございますけれども、今回の独禁法の適用除外の件につきまして

は、国土交通省のほうで、先ほど紹介ありましたけれども、関係荷主協会等も含めまして

議論をしていただいているところでございまして、ぜひともそういった荷主サイドの意見

も踏まえた結論をこちらでまた紹介していただければと思っております。 

 また、この関連では、サーチャージのあり方等一部問題があったところがあったのです

けれども、そういったことについても実は荷主協会と船主協会と話して改善すべき点は改

善したということで、おそらく国土交通省のほうに今回公取のほうからこの件についての

処理をお願いしますということになったのであるというふうに私どもは理解しております

ので、その点もご紹介させていただきました。どうもありがとうございました。 

【部会長】  ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょう。 

【委員】  専修大学の太田でございます。 

 私も皆さんと同じ意見で、南部先生とほとんど結論は一緒なのでありますが、問題は、

それがどれだけ説得力を持つかということなものですから、やはり幾つか議論を整理して

当たる必要があるかなと思っております。まず、１０ページ目のところに、公取のほうか

ら、以前、海事側から提示した２つの条件がもう成立してないんじゃないかという指摘が

あったわけです。それに対して、１１ページと１３ページで示したものでとりあえず回答

しようという姿勢だと思います。そうしますと、１０ページの②のアメリカ、ＥＵ等々は

違う制度に行ったということは一応受けたという解釈なのか、いやいや、１１ページの①

のところで、アメリカとＥＵはそう行ったけれども、我々が最もよくつき合っているアジ

アは違うから、まだこの１０ページの②の観点というのは対象が変わったけれども生きて

いる、残っているというふうに考えるのかというのがまず１点質問です。 

 もう１点は、１０ページの上のほうで、荷主側は非常にこれを望んでいる、あるいはそ
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れはひいていえば国民が望んでいるということなんですが、私もそのとおりだと思ってお

ります。その一方で、１３ページに書かれている外航海運の特殊性というのは、特段この

文章だけを見ると、これは日本だけに合致しているものではないわけで、おそらく世界の

海運業界に対して、海運市場について言えるわけですね。その中で、アメリカとかＥＵが

こういう特殊性があるんだけれども適用除外を外したのはなぜかということを、やはり真

剣に考えなきゃいけないだろうと。それで、さらに言うと、もしアジア諸国がＥＵや米国

のように、こういう外航海運の特殊性があるにもかかわらず同じように適用除外を外して

きたときに、世界の趨勢がそれなのに我が国だけはずっとこの外航海運の特殊性というも

のがあるからそれを守るということが言えるのかどうかということです。つまり、ここは、

世界の流れがそっちへ行っているときに、どの時点で適用除外が正当化される条件という

のがなくなるのかどうかということをちょっと考えておく必要があるのかなと思っていま

す。 

 それで、私は、先ほど南部先生がおっしゃった、特にエネルギーとか食物のことについ

ては非常に重要なので、特に日本にはありませんので、これはそのとおりだと思うのです

けれども、そうすると、エネルギーの輸送だけは適用除外を認める、それ以外は、コンテ

ナ船はいいじゃないかというような話も、もしかしたらあり得るのかなというふうに考え

ております。そういう意味では、反論する場合に、我々がある事象を見て思っていること

に対して、同じ事象を見て違うようなふうに逆に思う人、立場というのもあろうかと思い

まして、もう少し整理をして当たらないといかんのかなというふうに思っています。 

 そのときにどうしても引っかかってくるのは、ここでの話でできるのかどうかわからな

いのですが、１１ページの②のところで欧州系の巨大船社の寡占化が進展して我が国船社

の競争力が低下する、これは非常に困ったことなんですが、これは我が国が適用除外を外

すとこうなるのか、欧州が適用除外を外してしまったので実質的にそうなっているのかに

よってちょっと判断が異なる。つまり、我が国の船社の競争力をどういうふうに上昇させ

るかということとの絡みでもありますし、我が国の船社の競争力が十分ついたのであれば、

適用除外は必要なくなるのかどうかという判断にもつながると思います。 

 幾つか整理することが残っていると思いますので、ちょっと指摘いたしました。 

【部会長】  ありがとうございました。よろしくお願いします。 

【海事局長】  すべてにきちんとお答えできないかもしれませんけれども、最初におっ

しゃった１０ページの②のお話、それからその後の外航海運の一般的な特殊性が、果たし
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て今後も地域によっては、場面によってはそのまま通用するのかどうかといったような問

い、あるいは最後のご質問を含めて申しますと、基本的に②の問題、いわゆる地域という

よりは市場、米国市場、ヨーロッパ市場、アジア市場、それぞれにおいてやはり状況は違

うのではないかなと。私はお答えというよりは整理する方向についてお答えしているだけ

だと思うのですけれども、この独禁法適用除外の意味合いというものが市場によって違う

んだろうなと。 

 最後のお話になりますけれども、ＥＵの場合でしたら、先ほどご指摘になった１１ペー

ジの②あたりだとすると、これについては多分、ＥＵの関係でいいますと、私の理解は、

ＥＵが独禁法適用除外をやめるというのは、既にＭＡＥＲＳＫによる一社寡占状態が完成

したからだと思います。私はそう思います。従いまして、これは特に定期船同盟、定期船

以外のコンテナの場合は、今や中小船社と化してしまった我が国の企業などにとっては、

アライアンスを組まなければ、たった１社で世界にネットワークを結ぶ連中にとても対抗

できるはずもなく、商売上の力があるわけないので、私は自分の観察からすると、この②

の話、欧州系巨大船社の寡占化が進行するというのはまさしくそのとおりかなと自分は認

識しております。そのようにそれぞれの市場によって我が国船社の置かれた立場なり力と

いうものが違いますので、最初に事務方のほうで整理したように、それぞれのＥＵないし

アメリカなりそれぞれが持っている独禁法適用除外のレベルとか内容というものをよく見

ながら、国際調和という観点でいけば、直ちにそれに乗っていいものかどうかということ

も判断していかなきゃいかんと私は思うわけでございます。それからまた、物によっても、

おっしゃるように運ぶ物によって独禁法適用除外の意味合いというものも違うのかなと思

いますけれども、まずはそれぞれの市場の特殊性と、そこにおける我が国の企業と諸外国

の企業との力関係なり、市場の構成といっていいんでしょうか、そういうこともよく見な

いと、それをまさしくこれからやらなきゃいかんなと思っているわけですが、その上で、

相手がまだ鉄砲を持っているときに、こっちが先に武装解除しちゃうほうがいいのかとい

ったら、そういうことの判断が地域別に、市場別に存在するのかなというふうな認識を持

っております。お答えになったかどうかわかりませんけれども。 

【委員】  その方向で整理していただければ。 

【委員】  １つだけ追加させていただきたいのですが、私はＥＵとアメリカの動向とい

うのが日本にインパクトを与えることは間違いないと思うのですが、ＥＵについてもアメ

リカについても慎重にウオッチする必要があると思うのです。ＥＵについては、いうまで
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もなく、この数年間、非常に競争主義的な傾向が強くなって、現在はクロース委員長とい

うオランダ出身の女性がすごく徹底的な自由化路線を突っ走っているわけであります。し

かし、それに対してフランス、ドイツは明らかに警戒の色が強くて、特にフランスの大統

領などは、こういった路線をどこかの形で方向変更するかもしれないと思います。ですか

ら、そういう点でＥＵがこのまま行ってしまうと考えるのも、もしかすると間違っちゃう

かもしれないと思います。 

 それからアメリカについては、多分、皆さんもそう思っていらっしゃると思うのですが、

もし民主党政権が今度の選挙で勝てば、かなりトーンが違ってくると。民主党は、基本的

には自由競争するよりも規制が大好きというか、それに偏りがちの方向がありますから、

私はこのエグゼンプションの話になるかどうかは別としまして、競争政策の方向は、やは

り民主党政権がもしできたらどうなるかというふうにして見ておく必要もあるかと思いま

す。 

【委員】  物流連でございますが、こういう審議会の委員の方というのは、現状に詳し

い方が多いものですから、いわゆる行政サイドの今の問題、あるいは現状は大変なんだと

いうことを一般の方に比べよく理解されていると思います。そういう意味では、先ほどの

太田先生のご意見は非常に重要な意見で、国土交通省に玉が預けられているということは、

もともと独禁法というのは一般規定で、今回の規定はそれに対する例外規定ですから、国

土交通省側に挙証責任があるということを十分認識した上で、一般の方々にわかりやすい

議論をしなきゃいけないと思うのです。そういう意味でいきますと、例えば、きょう１１

ページに予想される影響例というのが書かれていますが、定性的にはそうなんだろうけれ

ども、具体的にそうなるのと。おそれと書かれていますよね、こういう影響がと。じゃあ

実際問題として数字上影響はどういうのが出るか、例えばＥＣとの航路だったらこうなる、

アメリカ航路だったらこうなることが想定されるとか、やはりある程度数字をもとにした

外に説明できる資料を用意しないと、定性論だけでいっちゃうと後で危ないんじゃないか

なという気がします。特に、将来のことはなかなかわかりにくいんですが、少なくとも今

まで規制があったわけです、この例外規定の結果が。日本の船社さんにそれがどれだけ利

益になり、あるいは日本の消費者にどれだけ利益があったのかということは、分析してお

く必要があると思うのです。特に今、外航船社さんの収益というのはものすごく高益です

よね。こういう中でこういうことをさらに言うわけだから、今の高収益というのはこの制

度によって支えられているわけではない別の要因だという説明は必要だと思います。そう
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いう中で、今の日本の船社さんの収益構造から見て、これがなくなったら、どういう分野

について、彼らの収益の中にどれだけ影響があってどういうふうになっちゃうのかと。そ

れは船社さんだけではなくて、日本の物価とか入ってくる荷物にどういう影響が出るのか

というようなことを、少しきめ細かい数字的な分析をしたデータを持ってないと、なかな

か外に向かって、特に一般の人に向かって、マスコミに向かって理解をしてもらうという

のは簡単ではないと思うのです。そういう意味からいうと、現状分析と将来分析について

もう少し数字を使ったデータを用意された方がいいんじゃないかなという、ちょっと危惧

を持ちました。 

【海事局長】  誠にそのとおりのご指摘でありまして、挙証責任はまさしく国土交通省

側にあると認識しておりまして、その意味で、ご指摘ごもっともなところが多々あります。

それでここに、おそれとか、こうなるのではないかという蓋然性のことが書いてあります

が、我々も昨年の公取とのやりとりの中では、できる限りそういった立証事例という数字

的なものを用意すべく努力はしたのですけれども、なかなかこの部分というのは、例えば

同盟が存在しない場合においては、いかに運賃が乱高下しているかという事実はお示しで

きても、それは同盟がないからだという原因と結果という関係でお示しすることはなかな

か難しかったということで、今日もこの資料には入れておりませんけれども、できる限り

その数字、例えば日本を抜港するのではないかと。多分、この同盟がなければ日本に立ち

寄る船社が少なくなって、日本に立ち寄るということはその分だけ日数とコストがかかる

わけなんです。そうすると、通常の行動からすると、日本に立ち寄るのは１週間に２回あ

ったものが１回になるであろうというぐらいの数字は、もちろん当時も用意しておりまし

たけど、さらにもう少し説得力のあるようなものにすべく努力したいと思います。ありが

とうございました。 

【部会長】  ほかによろしゅうございますか。 

 大変貴重なご意見をありがとうございました。大体、今の議論に尽きていると思うので

すけれども、結局、今まで公正取引委員会サイドと海運界側とは、水かけ論みたいなもの

で、冒頭に紹介されていたような理屈をこちらからは言うし、それはそんなものが成り立

っていることはないということが向こう側からもさんざん言われてきた。そこで今回、例

えば１４ページの最後のところに、今後の検討の視点というところでも、運賃安定化効果

がほんとうにあるのかどうかということを、今、平山さんからもご指摘ありましたけれど

も、ある程度きちんと調べて言わないと、こちら側としては答えたことにならないという
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ことになるんだろうと思いますので、そういう点を引き続き事務局にはお願いをしたい。 

 それから審議会としても、今のこういう段階で、これはもう絶対に守っていくべきもの

だとか、そういう姿勢もやはりぐあいが悪いかもしれないし、太田委員がおっしゃったよ

うに、いろいろな世界の流れの中で、また実際の影響が日本の海運にとっても少し違って

くるという可能性も当然あるわけですから、その辺は、そういう着実な検証を進めながら

弾力的に考えていくべきだろうというふうに私は思いますけれども。そんなことで、事務

局、大変かと思いますけれども、ぜひこの作業をお進めいただきたいと思います。 

 それでは、第１番目の競争環境の整備についてというのはこの辺までにさせていただき

まして、続いて、地球規模での安全・環境問題への取り組みに関連して、またご意見、ご

指摘、ご質問等を頂戴したいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 いかがでございましょうか。 

【委員】  安定的な国際海上輸送の確保の観点で、今回の審議対象に国際競争力の強化

とは別の要素として、安全環境とかセキュリティというのが今度入ってきているわけです

が、説明で、マラッカ・シンガポール海峡の現況、あるいは最近の各国の取り組みとか、

あるいは各企業といったらいいんでしょうか、非常に前向きの取り組みがなされていると

いうことについて非常に評価すべき展開だと思うわけです。その中で、ある意味で日本が

期待されているとか、あるいは日本がやろうとしていることについて非常に関心を持たれ

ているという点も私も十分理解できることであります。多分、このマラッカ海峡の話は、

この１枚紙の資料３でいうと、左下の安全・環境というところで仕分けもされているし、

その説明だと思いますが、説明になかったんですけれども、その１枚紙にあるセキュリテ

ィの話も同時に重要な課題だと思います。 

 実は、このマラッカ・シンガポール海峡の問題について、私なりにちょっと頭の整理を

してみますと、２３ページに地図が出ていますが、まさに一番深刻なのは、シンガポール

のちょっと南の狭いところだと思うのですが、それにしても、安定的な国際海上輸送の確

保ということであれば、実はこのマラッカ海峡に限らないで、アンダマン海域ですとか、

例えばホルムズ海峡ですとか、日本のシーレーンの観点からするといろいろなところがや

はり問題としてあると思うのです。かつ、そういうインド洋とかアンダマン海域などを見

ますと、例えば遭難とか衝突とか、そういう船の安全プラス、海賊とか海上テロとかある

いはミリタントグループとか、そういったようなかなりセキュリティに近いような問題が

起こっている。例えば、最近よく報道されておりますソマリアなんかで海賊に船が乗っ取
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られる、しかも行方不明になってしまっているというケースが非常に頻繁に起こっている

けれども、どうもあれは武装グループじゃないかということで、これもつい最近の報道で

は、フランスが海軍を派遣するといったような方向も議論されている。そういう問題を、

せっかくこの資料３でセキュリティというところが出ておりますので、やはり議論したほ

うがいいのではないかと。 

 その場合に、それに対応する組織として、もちろん１つは海の環境・安全・秩序維持と

いう観点でコーストガードというのがあると思うのですけれども、マレーシアもできたば

かり、インドネシアは今つくりつつあるということで、実際にはインドネシア海軍がやっ

たりしているわけなので、いわゆる海軍とコーストガードの連携とか強化とかあるいは役

割分担とか、そういったものも議論していく必要があるのではないか。 

 まあ、この場が適当かどうか私もわかりませんけれども、せっかく資料の２７ページに

海洋基本法のことも出ておりますし、国土交通大臣が海洋政策担当大臣も兼務しておりま

すので、詳しい議論はそっちの場になるのかもしれませんけれども、そういう議論もこの

場でやって、対応とか国際協調とかそういうことを明示できたらいいのではないかという

ことを申し上げておきたいと思います。 

【部会長】  ありがとうございました。お願いします。 

【海事局長】  今、秋山委員ご指摘の点ですけれども、きょうはここに安全対策の象徴

的事例としては、マ・シ海峡、特に最近大きな動きがあったものですから、こちらに挙げ

てございますけれども、資料でいいますと、２６ページの将来像というところにあります

ように、マ・シ海峡に限ってのみということではなく、もう少し広目に物事は考えている

つもりでございますし、それからセキュリティの件も決して排除しているわけじゃなくて、

当然その部分の確保というのが必要になってまいりますので、きょうはここにたまたま披

露はしておりませんが、広くとらえてそれらの問題点が極めて我が国の安定的輸送にとっ

て大事であることは、十分基本に置きたいと思います。ただ、そのセキュリティの問題に

ついてのみずっと深く入っていくことがこの場が適切かというと、そこはそうではなかろ

うかなという感じもしておりますので、ただ、間口は広くとりつつ、個別のテーマとして

それほど深くは入らないんじゃないかなと思っておりますけれども、セキュリティだけを

とってみますと。ただ、マ・シ海峡に限らず、広くいわゆる我々の輸送路という意味にお

いての重要性、ホルムズ海峡もそうですし、おっしゃったようなほかの海峡もそうだと思

っておりますので、当然、念頭に置いて議論させていただきたいと思います。 
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【部会長】  そういうことでよろしゅうございますか。 

 ほかにいかがでしょうか。 

【部会長代理】  この環境のところでいろいろなスタンダードを日本主導でおつくりに

なるということだそうで、大変結構なことをやっていると思うのですけれども、この分野、

いわゆるスタンダードをつくって収益につなげる商法、これはＥＵの得意とするところで

あって、ＥＵに対抗しながら日本独自でこういうものを出していくというのは大変なんじ

ゃないかなと想像します。その辺はどうなっているのでしょうか。 

【参事官】  まさにおっしゃるとおりでございまして、例えば排ガス規制の話を例に挙

げましたけれども、多分、ＩＭＯの中で議論して参る場合に、当初はずっと負け続けるだ

ろうなというふうに考えております。それは向こうの方が専門家が多いということと、多

勢に無勢でございまして、最後は多数決で決まります。ただそれに対して、海運にとって

は、多分日本の海運に限らず、ほかの国の海運にとっても我々が主張するほうが、いい形

の環境規制に対する解決策を与えていると思ってございますので、これは日本の船主の

方々、それから造船・舶用業界の方々と一緒になって説得を続けていって、国際世論を盛

り上げて巻き返していきたい、そういうふうに考えてございます。 

【部会長】  よろしゅうございましょうか。もしほかにございましたら、いかがでしょ

うか。 

【委員】  私どもは、船舶を運航する立場でこのマラッカ・シンガポール海峡は非常に

重要でございますし、また船舶の運航が非常に難しい環境にあるわけでございます。２３

ページの資料にありますように、海峡の問題点・留意点の中にある狭隘な地形、浅瀬・沈

船等が点在、可航幅が非常に狭くて航行が困難な地域であると。それから資料の２５ペー

ジ、沿岸国提案プロジェクトとして分離通航帯内の沈船の除去等々に始まりまして、具体

的にいろいろな項目が挙がっております。運航している立場からいきますと、非常に分離

通航帯の問題が大きいし、直線でなかなか走りづらい狭隘な部分が非常に多いわけです。

だから、ここにあるような問題意識を持つとするならば、これはもう徹底して、こういっ

た今生じている問題の解決に向けて各国が協力して、早急に取り組んでいく必要があるん

じゃないかと考えております。具体的なそれぞれの地域におきましては、今日はご披露で

きませんけれども、いろいろな意味合いでこういう問題には真摯に早く取り組んでいかな

いといけない。スピードを落とした状況で運航しておりますので、海賊が乗船してきたり、

過去いろいろな経験もしております。この辺は非常に重要かなと思いますので、発言させ
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ていただきました。 

【部会長】  ありがとうございました。 

【海事局長】  藤澤委員ご指摘のとおりでありまして、この問題は、もう相当随分前か

ら、沿岸３カ国をいかにこの方面に引きずり込んでといいますか、具体的に言いますと、

沿岸３カ国の足並みをそろえてこういう形で広く世界で、我々日本だけじゃなくて、他の

ユーザーカントリーあるいはユーザーカンパニーを含めてこういう枠組みづくりをしよう

ということに随分長いこと時間をかけて、ようやく足並みがそろって、このたび９月の会

合でこういったファンドの形成に合意が見られたわけでありまして、おっしゃるとおり、

喫緊の課題でもあるということは、るる我々から申し上げておりましたので、沿岸３カ国

がそれぞれ主権を主張するという立場と、それから、さっき、中国、米国が出てくること

に関する拒否反応の話をご説明しましたけれども、なかなか国際的な動きをしようとする

と引っ込んでしまうような部分もあります。従って、そこをいかに彼らの意思を共通にし

て我々の協力体制をつくっていくかということに、この１０年間ぐらい非常に時間をかけ

てきたというふうに私ども聞いておりますが、おっしゃるとおり、この大きなプロジェク

ト、いずれも非常に大切な問題で、私どもも、赤字で書いてありますように、この２つの

プロジェクトについては具体的に手を挙げ、かつ、来年度予算要求もやってございますの

で、あるいは他の民間船主協会あるいは石連をはじめとしましていろいろな関係の方々に

協力を現在求めておりますので、総力を挙げて早急にこの問題を解決したいというふうに、

ある意味では決意表明みたいなもので申しわけありませんが、頑張りたいと思います。 

【部会長】  ありがとうございました。よろしゅうございますか。 

【委員】  どうもありがとうございました。 

【部会長】  ほかにいかがでしょうか、この２番目の事柄につきましてよろしゅうござ

いますか。 

 それでは、今のご意見ですと、ご説明いただいた、お考えになっているスタンスという

のは大いに進めていただくということで、それと同時に、現にそうなんだけれども、問題

意識は広く持ってやっていく。ただ、残りの時間や回数からいっても、一つ一つをそう細

かくここで議論するということはもうないわけですから、そうすると、最終的なとりまと

めの中では、安定的な国際海上輸送の確保というところの目的に照らして必要不可欠なこ

とを盛り込んでいただく、こういうことになろうかと思いますので、ひとつよろしくお願

いを申し上げたいと思います。 
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 ほかによろしゅうございましょうか。それでは、特にご意見がないようですので、次に、

議題の３番目になりますが、税制改正要望の概要等について、これは報告ということにな

りますが、事務局からご説明をいただきたいと思います。 

【参事官】  私は、この７月から企画担当の参事官をさせていただいております蒲生と

申します。 

 それでは、３３ページからの資料になります。来年度の税制改正要望等の概要につきま

してご説明申し上げます。３４ページからご説明させていただきますが、先ほど冒頭、外

航課長よりご説明がありましたように、６月末の中間とりまとめにおきまして、トン税に

関しましては早急に導入することということと、さらにそのために必要な法律を担保措置

としてつくるんだというような形で方向性を示していただきましてありがとうございまし

た。この場を借りまして改めて御礼申し上げます。この中間とりまとめを踏まえまして、

８月末に平成２０年の税制改正要望という形で、トン数標準税制の骨格という形で提出い

たしました。現在、税務当局などと政府部内での具体的な調整、検討を行っているところ

でございます。 

 ３４ページの内容に関しましてご説明を申し上げます。この８月末に提出いたしました

具体的内容に関しましては、まず１点目でございますが、適用事業者は、いわゆる内国法

人を対象とする。適用事業に関しましては、外航船舶運航事業と貸渡事業を対象にしたら

どうだろうかと。３点目で、適用船舶に関しましては、諸外国の例なども踏まえながら、

１００総トン以上の日本船舶を対象としようと。４点目の利益の計算の特例に関しまして

は、個別船舶みなし利益の計算といたしまして、対象船舶ごとに、いわゆる純トン数にみ

なし利益を掛けまして、それに運航日数などを掛けてやるということで、そういったもの

を個別船舶ごとのすべての合計額をもちまして、それを適用対象者のみなし利益にすると

いう大きな骨格として考えております。 

 さらにみなし利益に関しましては、いわゆる諸外国並みのみなし利益水準にしようとい

うふうに考えておりまして、諸外国の例でいいますと、大体１トン当たり１円前後という

のが現在の状況でございますので、それを前提といたしましたみなし利益ということで要

求しております。そのようなみなし利益に関しまして通常の法人税率の３０％を掛けるこ

とによりまして、当該事業者の税額というのが算出されるという考え方でございます。 

 なお、諸外国の例にもございますが、本税は通常の法人税との選択制にするということ

で考えております。従いまして、トン数標準税を選択するかどうかということは事業者の
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判断に任されるという制度になります。ただ、毎年毎年トン税にするのか、本則の法人税

にするのかということでは、なかなか税務処理上もいろいろな問題もあるということで、

５年間は変更できないという形で要求をさせていただいております。 

 いずれにいたしましても、このトン数標準税制の骨格は、いわゆる諸外国の税とのいわ

ゆる整合性を図っていこうという大きな観点から制度設計いたしておりまして、いわゆる

国際標準税制の今のスタンダードに合わせたものとしての骨格をつくり、要求していると

いう状況でございます。 

 次が３５ページでございます。トン税以外にも、今回、外航海運なりを振興していく上

で必要な税制改正要望を行っておりまして、まず、国際船舶というものの登録免許税の特

例の延長をお願いしております。国際船舶に関しましては、３５ページの下のほうに書い

ておりますが、これは平成８年にできた制度でございますけれども、いわゆる国際海上輸

送上重要な船舶に関しまして、国土交通省令で定めております。例えばＬＮＧ船とかロー

ルオン・ロールオフ船、近代化船などの船舶に関しましては、国税に関しましては登録免

許税の特例をいただいております。これに関しまして延長をお願いしているというのがま

ず第１点でございます。 

 その他、地方税でございますけれども、外航コンテナの固定資産税の特例の延長という

ことで、これに関しましても課税標準の特例についてさらなる延長をお願いしたいという

ふうに思っております。なお、トン数標準税制に伴いまして、その他地方税で法人住民税

と法人事業税の特例というものがございまして、これはこれらの税におきましていわゆる

法人税割的なもの、つまり所得を法人税という形で把握している税がございます。そうい

ったものに関しましては、法人税の世界でトン税を導入することに伴いまして、その部分

に関しまして法人税の中での特例を使っていただきたいということで、いわゆるみなし利

益を導入することに伴って連動するようなものにつきまして、みなし利益に置換をお願い

するということでお願いしているところでございます。 

 次が、このようなトン税の導入に伴いますいわゆる担保措置となる仕組みに関しまして

も、６月の中間とりまとめで制度的なスキームに関しまして方向性を示していただきまし

た。それを受けまして、現在、担保措置となる法律の改正に関しまして検討しております。

既に内閣法制局との調整なども進めているところでございますが、それに関しまして、こ

の３６ページの資料によりましてご説明申し上げます。なお、ここは海上運送法と船員法

の一部改正ということになっておりますが、法の仕組みといたしまして、いくつかの法形
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式があり得たのですけれども、現在は海上運送法の一部改正ということを考えております。

それに他のいわゆる船員の関係での政策目的に合致するようなもの、いわゆる安定的な海

上輸送の確保に合致するようなものも全体として一括して総合的に制度化しようというこ

とで、現在、海上運送法と船員法の一部改正という形での法改正を考えております。その

改正に関しまして簡単にご説明申し上げます。 

 施策の目的でございますが、ここにございますように、国際競争力の確保の必要、あと

はやはり日本籍船・日本人船員の確保が必要であろう、それをどういう形で制度化してい

くのかということです。さらに、船員、ここは内航船員が中心になりますが、集め、育て、

キャリアアップを図り、陸上海技者への転身を支援するような制度を一緒にセットしてい

こう。さらに、船員の職業としての魅力の向上のための労働環境の改善、この部分が船員

法の改正に当たるのですけれども、こういった４つの政策目標を通じまして、安定的な海

上輸送の確保を図っていこうということで、法改正を考えているところでございます。 

 制度概要に関しましては、６月の中間とりまとめをベースに制度化しておりますので、

簡単にご説明申し上げますが、まず、大臣が安定的な海上輸送の確保に関する基本方針を

定めます。それに従いまして運航事業者が、この制度に乗りたいという考え方の運航事業

者におきまして、それぞれ海上輸送確保計画というのをおつくりいただきます。それを大

臣のほうでしっかりと審査して認定する。認定することによりまして、それぞれの海上輸

送確保計画の中身にもよるのですが、主に外航に関しましては、左側のほうでございます

けれども、安定的な国際海上輸送の確保を図るための措置ということで、課税の特例、つ

まり、この認定を受けた事業者に関しましてはトン数標準税制を適用してあげましょうと

いうことが１つでございます。さらに適切な計画遂行の担保措置ということで、国のほう

でしっかり中身を見て、進捗状況によりましては勧告なり公表なりということも考えてい

きたい。さらには、日本籍船をせっかく増やしているのにそれを一方的に譲渡されてはい

けませんということで、譲渡規制などについても検討対象にしております。さらには、非

常時における安定輸送の確保という観点から、航海命令の適用ということを入れておりま

す。 

 右側のほうは、船員の確保・育成を図るための措置ということで、内航関係を中心に、

これは予算措置が絡んでいるのですが、国のほうで資金を確保いたしまして、認定事業者

に対しまして優遇なり補助をしてあげようということです。あとは認定事業者に対しまし

ては船員関係法令の特例も手当てしてあげたい。さらには、船員教育機関がそれぞれ教育
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するような条文を入れていこうということで、考えております。さらに船員さん自体の労

働環境をしっかり魅力あるものにする必要があるだろうということで、その改善のための

船員法の改正というのが一番下のほうで下支えする形で、全体をワンセットで考えている

ところでございます。 

 以上が３６ページの法律の考え方でございます。 

 次が３７ページ目でございますが、中間とりまとめにおきまして、トン数標準税制の必

要性に関しましてご議論いただきましたが、実は、いろいろと議論していく中でトン数標

準税制以外のいろいろな施策もあり得るけれども、ただやはりトン数標準税制が適当なん

だなということを、もう一度頭の整理ということでこういう資料をつくりましたので、ご

説明させていただきます。 

 やはり我々の今回のトン数標準税制を中心とした施策の究極的な目的は、平常時、非常

時にかかわらず安定的な海上輸送を確保することだというのが一番上でございます。その

ためには幾つかの要素がございますが、やはりこの輸送にかかわる主体、日本の会社がし

っかり維持存続する必要があるだろうというのがまず左側の部分でございます。さらにそ

ういった事業者が使う輸送手段であります船と人をしっかり維持・増加させていく必要が

あるだろうというのが右側の箱でございまして、左側の箱からご説明申し上げますと、我

が国事業者の国際競争条件の均衡化ということで、やはりトン税というものが最も外国と

の競争条件の差になっているんじゃないか。それを是正することが直接的な格差是正につ

ながる、具体的には国際競争力の向上・確保につながるんじゃないかというのが左側の部

分でございまして、そういうことを通じまして、いわゆる経営体力の差の拡大による我が

国事業者の海外逃避とかＭ＆Ａ等の防止にもつながっていくのかなと。日本の会社が日本

の会社として日本でしっかり事業をしていただくような基盤をつくれるんじゃないかとい

うのが左側でございます。 

 右側が、日本籍船、日本人船員の増加にじゃあどうつなげていくのかという部分でござ

います。これに関しましては、先ほど申し上げましたトン税の仕組みとのセットで、計画

を出していただくようなスキームが適当ではないかということで、我々は今、先ほどのよ

うな法律を考えているということでございます。法律により計画認定制度を導入するとい

うことでございます。これによりまして計画的な増加を担保することが可能になる。国と

して進捗状況などを見ながら必要な関与もできるということも１つの要素になっておりま

す。さらにこの計画でございますが、任意の計画ということで、事業者ごとのご判断で採
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用いただけるという意味では、いわゆる外国海運事業の分野における自由な世界という部

分もありますので、事業者に過度な規制を課することのない制度だということも含めます

と、やはりそういった業界の実態と親和的なものになり得るんじゃないかというのが１つ

の大きなメリットかと思っております。 

 さらには非常時において我が国の管轄権行使・保護の対象となる日本籍船・日本人船員

を一定程度確保することが可能になっていくという効果があるということでございますが。

これに関しましては中間とりまとめでしっかりご議論いただいた部分なんですが、ではな

ぜトン数標準税制が適当なのかということについて、やはりもう１つ理由があるのではな

いかということでございますが、何かと申しますと、国際的なルールとの整合性を図るこ

とができる。逆に言いますと、国際的なルールの中で、トン税以外に、例えば日本籍船・

日本人船員を増加するための施策として、例えば補助金とかそういったものを使い得るの

かということを検証してみました。そうしますと、ここの一番下の欄にございますが、Ｏ

ＥＣＤの自由化規約といったものが一定程度というか、かなりの障壁になるということを

我々は認識することになりました。具体的には３８ページでございますけれども、ＯＥＣ

Ｄの自由化規約というものを抜粋しております。これはＯＥＣＤの理事会の決定でござい

まして、加盟国政府を法的に拘束するものになっておりまして、この中で加盟国政府の海

運政策に関しまして、このような取り決めがなされております。具体的に申しますと、自

国籍船などについて優遇するような法令とか取り決めとかそういったものはできませんと

いうことになっております。どういうことかと申しますと、例えば補助金みたいなものに

関しましては、このＯＥＣＤ自由化規約に抵触する可能性があるということが言えるかと

思っております。 

 じゃあ一方でトン税はどうなんだということでございますが、これに関しましては、第

１回のこの部会でもご紹介いたしましたが、ＥＵの海運助成ガイドラインというのがござ

いまして、これが２００４年に改正されたということでございますが、この中では一定程

度の目的、例えば自国籍船の増加とか海技の伝承、船員さんの増加などだと思いますが、

そういった目的に従ったものであれば、税の水準に関して他の水準と同等のものであれば

承認するというような形になっておりまして、逆に言いますと、この中で、もう既にトン

税というものにつきましてはＯＥＣＤ自由化規約との関係でも問題ないのではないかとい

う取り扱いになっているというふうに我々は理解しておりまして、従いまして、現行の世

界の海運制度の中におきまして、海運に関しますいろいろな制度の中において我々がとり
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得る仕組みとしては、トン税というものが最も効果的であって、なおかつとり得る唯一の

施策に近いのではないかというのが我々の考え方でございます。これがトン数標準税制が

今回の我々の政策目的にとって必要であり、かつ適当であるというための説明の資料でご

ざいます。 

 ３８ページに関しましては先ほどご説明申し上げました。 

 なお、３９ページでございますが、先ほどの法律の中で、右側のほうの船員の確保・育

成を図るための措置というような欄がございましたが、これに関しましての国の来年度の

予算要求を行っている事業の概要でございまして、これに関しましては担当の船員政策課

長の永松のほうからご説明申し上げます。 

【船員政策課長】  船員政策課長の永松でございます。ことしの７月に外航課長から船

員政策課長のほうに配置換えになりまして、きょうは外航課長の隣に座らせていただいて

おります。引き続きよろしくお願いしたいと思います。 

 船員関係の予算でございますが、本部会と海事分科会の下に設けられましたもう１つの

部会でございますヒューマンインフラ部会の中間とりまとめを受けまして、来年度の概算

要求を行っているというところでございます。右上のところに要求額を記載しております

が、２億１,７００万円ということで、前年度に比べて約２.７倍の要求をしております。

要求の考え方でございますけれども、船員を取り巻く状況ということで、これはもう皆さ

んご承知のとおりでございますが、外航日本人船員につきましては、極端に減少している

状況にある。内航船員につきましては、高齢化が非常に著しく、将来的には約２割程度の

船員不足が生じるおそれがあるため、早急に対策をとる必要があるということでございま

す。こういった現状を踏まえまして、予算制度の軸足につきましても、従来の離職者対策

を中心としました予算から、次世代を担う船員の確保・育成に軸足を移すということで大

転換をしようということでございます。 

 具体的な予算の中身でございますが、先ほど蒲生参事官のほうから説明がありました海

上運送法上の認定スキームによりまして、国土交通大臣の基本方針に従って船員の確保・

育成に係る計画を認定して、その認定に基づく事業を重点的にバックアップをしていこう

と。その際の考え方としましては、船員を集め、育て、キャリアアップを図り、陸上海技

者への転身を図るための措置、これを支援していくということ、それとともに海事地域の

振興を図っていくということでございます。 

 具体的な予算の一例といたしまして、船員計画雇用促進等事業という助成措置がござい
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ますが、新たな船員の供給源といたしまして、例えば退職自衛官、女子船員といったとこ

ろからの船員確保・育成を推進する、あるいは資格取得の支援をしていこう、また、船員

の計画的採用、育成の促進、これらを計画認定スキームに基づいてやっていこうというこ

とでございます。また、船舶管理会社等によりましてグループ化を図る、こういったこと

を活用した船員の計画的な確保・育成についても支援をしていこうということでございま

す。それから海へのチャレンジフェアということで、就職面接会的なことを従来もやって

きておりましたが、これにさらに海事産業のＰＲというような要素も加えて、さらに回数

も倍増するぐらいの要求を現在しておるところでございます。それから海技者人材確保促

進関係の調査、また継続になりますが、外航日本人船員（海技者）の確保・育成事業とい

ったものも要求をしております。それから一番下でございますが、海事地域の振興という

ことで、海事地域人材確保連携事業ということで、財政力の弱い海事都市におきまして、

海事関係の人材確保育成に資する取り組みにつきまして、国も一緒に支援をして、一緒に

なって推進をしていこう、そのための支援のための予算ということで要求しているところ

でございます。 

 以上でございます。 

【部会長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまのご報告、ご説明に対して、またご質問、ご意見があればお伺いし

たいと思います。いかがでございましょうか。 

【部会長代理】  たしか韓国に自国船員に補助金をつける制度がありましたね。そうす

ると、これはＯＥＣＤのほうからいうと違法になるのではないでしょうか。 

【事務局】  今の松田委員のご質問は、韓国の国家必須船舶の制度のことかと思います

けれども、それについては、日本から申し上げるのは難しいところもございますが、ＯＥ

ＣＤから何らか指摘される可能性はないとは言えないものだと思っております。 

【部会長代理】  あの制度はいいと思っていたのですが。 

【杉山部会長】  よろしゅうございますか。ほかに何かご質問はございますでしょうか。 

 何か、昔からの流れでいくと、トン税というのを実現させるまでは何か難しそうな感じ

がずっとあって、だけど、世の中でどんどん進んできましたから、急に流れが変わって、

やはりトン税しかなかったんだというような感じになっていますね。おもしろいなと思い

ますけれども。 

 ほかによろしゅうございますか。 
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【海事局次長】  ただ、次長から申し上げるのもなんでございますけれども、やはりご

賛成いただける方というのは非常に幅広く広がってきているとは思っております。しかし

ながら、例えば税務当局がこれをオーケーだとおっしゃっていただいているわけでもござ

いませんし、さまざまな論点あるいはこれからも越えなければならない山というのはあろ

うかと思っております。このトン税がもうできそうな雰囲気だというようなところとは

我々考えておりませんし、これから年末にかけましてほんとうにこれが実現するのかどう

なのか、ぎりぎりのいよいよ山、峠が続くと思っております。決してこれは安全率を見込

んで申し上げているのじゃなくて、実際にそういう雰囲気だと思っておりますので、引き

続き私ども努力してまいります。よろしくお願いいたします。 

【部会長代理】  これは租税特別措置法になるのですね。租税特別措置法は一括法なの

です。その１つのパートになるわけですね。これはおそらく来年の予算関連法で最大の争

点の法案になるはずです。その中で一番問題になるのが揮発油税、これは暫定税率で倍に

なっているのですけれども、日切れになっていまして、３月中にこの租税特別措置法を通

さないと４月１日から直ちにガソリン税が半分に減税になるのです。で、ここから先どう

するかと。最近、民主党の一部に、その道路特別会計関連の税だけ分離した法律にして審

議する云々という声があったりして、仮にその方向に行くと、そこだけ騒ぎになって、そ

れ以外の租税特別措置法は両党の妥協の産物ですんなりいくという可能性もあります。し

かし、法技術的にガソリン税のところだけ外して別な法として審議できるのかどうかは、

ちょっとよくわからないところがあって難しいのですね。おそらく民主党は、これを材料

にして相当揺さぶりをかけるでしょうから、全体のねじれの中でトン数標準税制を含む租

税特別措置法がどこかに行ってしまうという可能性は、私はそっちの可能性のほうが高い

と思っているのですけれども。 

【海事局長】  一般論としてしかお答えできないわけなんですけれども、まず、先ほど

次長から申し上げたように、現在、主税局で非常に激しい折衝もしておりますので、仮に

何らかの形でトン数標準税制が実現した後、それをどう法律で落とし込んで国会に持って

いくかという次の過程があります。仮にその場合に租税特別措置法が入ったときに、今、

松田委員ご指摘のような大きな論点があるということをおっしゃる方はほかにも現におら

れますし、なかなかいろいろなところで、私どもの税金というよりは、一般的な、現在の

政治情勢の中で個別の法案がどういう扱いになるのかという論点として、結構議論の種に

なっておるようでございまして、簡単に言えば、それぞれの野党と与党とが合意できる部
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分、条文と合意できない条文という、いわばいいもの悪いものというのがそれぞれ存在し

ていて、それをどうやって扱うかという議論はこれから多分起きてくるんだろうなと思っ

ておりますが、私どもとしては、当面は、まずこの主税局との折衝に全力を挙げていきた

いと思っておりますので、申しわけありません、一般論として。 

【委員】  政策論じゃなくて、一種の政治の問題なのかもしれませんけれども、ちょっ

と私が心配するのは、相変わらずこれは大企業減税だというとらえ方をされると、政局絡

みの中で非常に難しい問題になりかねない。いろいろな措置があると思うのですけれども、

そういうときに、最大野党の民主党がこのトン数標準税制をある意味で正しく認識する側

に立ってくれるのか、何となく大企業減税ということで政局絡みであれはだめだというこ

とになりかねないというのは、結構難しい問題で、例えば、じゃあ海員組合が訴えたらい

いなんて、それは逆効果かもしれないし、つまり、ちょっと関係者もおると思うのですけ

れども、つまり政策論として最大野党の民主党もきちんと受けとめてもらえるような、そ

ういう根回しなり説明なりを役所が回っているという、大変な問題だろうと私は思ってい

るのです。 

【海事局長】  簡単に。おっしゃるような点がございますので、私ども夏の段階から幅

広く、別に私どもの関係だけじゃなく、ほかの局もそうだと思うのですけれども、幅広く

ご説明に回っておりますし、これからも回りたいと思っておりますし、今ご指摘のような

点は十分念頭に置いて、これは単なる企業減税というものではありません、こういった政

策目的と日本の将来の外航海運を支えていく１つの政策なんですよということで、きちん

とご説明したいと思っております。ありがとうございます。 

【部会長】  よろしゅうございますか。いろいろご説明いただいて、まだ大変な難関が

残っているということがよくわかりました。これまでのご苦労も大変大きかったと思うの

ですが、ひとつよろしくお願いを申し上げたい。 

 ほかによろしゅうございますか。それでは、以上、予定していた議論が終了いたしまし

たので、事務局から何かございましたらお願いいたします。 

【事務局】  次回の部会の日程につきましてご説明をさせていただきます。 

 第７回国際海上輸送部会は１１月１６日金曜日、１４時から、国土交通省１１階、本日

の会議と同じ場所で開催をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

【部会長】  ありがとうございました。 
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 それでは、以上をもちまして本日の国際海上輸送部会を閉会とさせていただきます。お

忙しい中、委員また臨時委員、代理のご出席の皆様、大変ありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 

 


